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自主点検表の作成について

例）　「病児保育事業」を実施している施設の場合

【共通】表紙及び記載上の注意＋【共通】運営基準点検表＋【共通】【資料１】記録の整備状況＋【病児保育事業】設置基準点検表

◆　自主点検表は、可能な限り両面印刷の上ご提出ください。

◆　施設等の区分に応じて作成いただく自主点検表のシートは下記のとおりです。

【共通】表紙及び記載上の注意

【共通】運営基準点検表

【共通】【資料１】記録の整備状況



（自主点検表作成日： 令和 年 月 日）

※　貴施設等に該当する全ての区分に○を入れてください。

※市担当者記入

（氏名）

特定子ども・子育て支援施設等の区分 設置者（法人名）

子育て援助活動支援事業 所 在 地
〒

（代表者名）

Ｔ Ｅ Ｌ Ｆ Ａ Ｘ

Ｅ－mail

実地指導実施日：

記 入 者 （職名）

令和８年度

特定子ども・子育て支援施設等自主点検表

施設・
事業所名

病児保育事業 管理者名



１　記載上の留意点
(1)

(2) 　記載内容は、時期が特定されているものを除き、本自主点検表の提出日現在で記入してください。
(3) 　記入欄が不足の場合は、適宜様式を追加してください。　
(4) 「点検のポイント」欄中、「⇒」部分は記入が必要な項目です。

２　この点検表に関する法令・通知は、次のとおりです。

「法」 ⇒ ・　子ども・子育て支援法（平成２４年　法律第６５号）
「基準」 ⇒ ・

「規則」 ⇒ ・　子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年　内閣府令第４４号）
「認定こども園法」 ⇒ ・
「児童福祉法」 ⇒ ・　児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）
「学校教育法」 ⇒ ・　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）
「指導監査通知」 ⇒ ・　特定子ども・子育て支援施設等の指導監査について（令和元年　府子本第６８９号・元文科初第１１１８号・子発１１２６第２号）

３　この点検表で使用する語句の意味は次のとおりです。

「特定子ども・子育て支援施設等」 ⇒ ・

「特定子ども・子育て支援提供者」 ⇒ ・　特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者をいう。
「特定子ども・子育て支援」 ⇒ ・　特定子ども・子育て支援提供者が無償化対象の小学校就学前子どもに対し提供する支援をいう。
「施設等利用給付認定保護者」 ⇒ ・　新１号～３号（子ども・子育て支援法第３０条の４第１項各号に規定する）の認定を受けた子どもの保護者をいう。
「施設等利用費」 ⇒ ・

「利用料」 ⇒ ・　施設と保護者との間で締結した契約により定められた特定子ども・子育て支援の提供の対価をいう。（特定費用を除く）
「特定費用」 ⇒ ・

「法定代理受領」 ⇒ ・

「施設等利用給付認定子ども」 ⇒ ・　新１号～３号（子ども・子育て支援法第３０条の４第１項各号に規定する）の認定を受けた子どもをいう。

　施設が保護者に代わって市から施設等利用費の給付を受けること。保護者は施設に利用者負担額から施設等利用費分を差し引いて支払
う。

　子ども・子育て支援施設等のうち市町村長が幼児教育・保育の無償化（以下、無償化という。）に係る施設又は事業として確認する施
設等をいう。

　新１号～３号（子ども・子育て支援法第３０条の４第１項各号に規定する）の認定を受けた子どもの特定子ども・子育て支援施設等の
利用に係る給付費をいう。

　①日用品、文房具その他の特定子ども・子育て支援に必要な物品の購入に要する費用
　②特定子ども・子育て支援に係る行事への参加に要する費用
　③食事の提供に要する費用
　④特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所に通う際に提供される便宜に要する費用
　⑤④のほか、特定子ども・子育て支援において提供される便宜に要する費用のうち、特定子ども・子育て支援の利用において通常必
要とされるものに係る費用であって、施設等利用給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

 (文中の略称） （法令・通知の名称）

　特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年　内閣府令第３９
号）

 (文中の語句） （語句の意味）

　就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年　法律第７７号）

特定子ども・子育て支援施設等自主点検表の記載について

　各項目について、施設運営の状況を内部点検したうえで、「点検結果」欄の「はい・いいえ・該当しない」のいずれかを選択し、「点検のポイント」には必要に応じてその内容を記載し
てください。



第１ 　保育の状況運営に関する基準
1

○ 基準第54条

⇒ 支援提供の記録

２

① ○ 基準第55条第1項

② ○ 基準第55条第2項

※

⇒ 書面による特定費用の明示方法
運営規程 重要事項説明書 利用のしおり 利用申込書
利用契約書 その他 （ ）

⇒ 記載内容

③ ○ 基準第55条第1項

はい・いいえ・特
定費用なし

有　・　無
有　・　無
有　・　無

はい　・　いいえ

　特定費用の例（日用品、行事参加費、食材料費、通園送迎費等）

自 主 点 検 項 目 点検結果 点　　検　　の　　ポ　　イ　　ン　　ト
根 拠 法 令 等
【確 認 資 料】

教育・保育その他の子ども・
子育て支援の提供の記録

　子ども・子育て支援を提供
した日、時間帯、支援の具体
的内容、その他必要な記録が
されていますか。

　特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供した際は、提供した日
及び時間帯、当該特定子ども・子育て支援の具体的な内容その他必要な事項を記録しなけれ
ばならない。

利用料及び特定費用の額の受
領

その他

記録内容 記録の有無 備　　考
提供した日

時間帯
支援の具体的な内容

はい　・　いいえ

有　・　無
有　・　無
有　・　無

記載内容 記載の有無 備　　考

【特定子ども・子育て支
援の提供日、提供日ごと
の時間帯、当該特定子ど
も・子育て支援の具体的
な内容その他必要な事項
を記録した書類

例：保育記録簿、業務日
誌等】

　特定費用については、あら
かじめ金銭の使途、額、理由
について書面により明らかに
するとともに、保護者への説
明を行い、同意を得ています
か。

【施設等利用給付認定保
護者との間に締結した契
約書

例：重要事項説明書、パ
ンフレット等】

　保護者との間に締結した契
約により定められた利用料及
び特定費用の支払いを受けて
いますか。

　特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供したときは、施設等利
用給付認定保護者から、その者との間に締結した契約により定められた利用料の支払を受け
るものとする。

【施設等利用給付認定保
護者との間に締結した契
約書

例：利用申込書、利用契
約書等】

　特定子ども・子育て支援提供者は、利用料のほか、特定費用の支払を施設等利用給付認定
保護者から受けることができる。この場合において、特定子ども・子育て支援提供者は、あ
らかじめ、当該支払を求める金銭の使途及び額並びに理由について書面により明らかにする
とともに、施設等利用給付認定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。

有　・　無

はい　・　いいえ

支払いを求める理由

【法定代理受領の場合】
　保護者との間に締結した契

　特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供したときは、施設等利
用給付認定保護者から、その者との間に締結した契約により定められた利用料から施設等利

金銭の使途
金額

【共通】運営基準点検表4



自 主 点 検 項 目 点検結果 点　　検　　の　　ポ　　イ　　ン　　ト
根 拠 法 令 等
【確 認 資 料】

基準第57条による読替

３

① ○ 基準第56条第1項

② 基準第56条第1項

③ 〇 基準第56条第1項
基準第57条による読替

④ 〇 基準第56条第2項

⑤ 〇 基準第56条第2項
基準第57条による読替

はい・いいえ・特
定費用なし

【施設等利用給付認定保
護者に対して発行した領
収証の控え等利用料と特
定費用の金額がわかる書
類
例：領収証控等】

【例：領収証控等】

【例：特定子ども・子育
て支援提供証明書控（保
護者交付分）】

【例：特定子ども・子育
て支援提供証明書控（市
提出分）】

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

領収証及び特定子ども・子育
て支援提供証明書の交付

　保護者から費用の支払いを
受ける際、領収証を交付して
いますか。

　特定子ども・子育て支援提供者は、利用料及び特定費用の支払を受ける際、当該支払をし
た施設等利用給付認定保護者に対し、領収証を交付しなければならない。この場合におい
て、当該領収証は、利用料の額と特定費用の額とを区分して記載しなければならない。ただ
し、特定費用の支払のみを受ける場合は、この限りでない。

【法定代理受領の場合】
　法定代理受領の場合、市に
対しても「特定子ども・子育
て支援提供証明書」を交付し
ていますか。

　市町村から特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費の支払を受ける特定子ども・子育
て支援提供者は、当該市町村及び当該施設等利用給付認定保護者に対し、当該支払に係る特
定子ども・子育て支援を提供した日及び時間帯、当該特定子ども・子育て支援の内容、費用
の額その他施設等利用費の支給に必要な事項を記載した特定子ども・子育て支援提供証明書
を交付し、及び当該施設等利用給付認定保護者に対し、当該施設等利用給付認定保護者に係
る施設等利用費の額を通知しなければならない。

　利用料の額と特定費用の額
を区分して領収証に記載して
いますか。

【例：領収証控等】

　保護者との間に締結した契
約により定められた利用料の
額から、市から支払いを受け
た施設等利用費を控除して得
た額の支払いを受けています
か。

用給付認定保護者から、その者との間に締結した契約により定められた利用料から施設等利
用費を差し引いた額の支払を受けるものとする。

はい　・　いいえ

【法定代理受領の場合】
　法定代理受領の場合の利用
料は、市から支払いを受けた
施設等利用費を控除して得た
額を領収証に記載しています
か。

【償還払いの場合】
　保護者に対し「特定子ど
も・子育て支援提供証明書」
を交付していますか。

　特定子ども・子育て支援提供者は、利用料及び特定費用の支払を受ける際、当該支払をし
た施設等利用給付認定保護者に対し、当該支払に係る特定子ども・子育て支援を提供した日
及び時間帯、当該特定子ども・子育て支援の内容、費用の額その他施設等利用費の支給に必
要な事項を記載した特定子ども・子育て支援提供証明書を交付しなければならない。

　特定子ども・子育て支援提供者は、利用料及び特定費用の支払を受ける際、当該支払をし
た施設等利用給付認定保護者に対し、領収証を交付しなければならない。この場合におい
て、当該領収証は、利用料の額から施設等利用費の額を差し引いた額と特定費用の額とを区
分して記載しなければならない。ただし、特定費用の支払のみを受ける場合は、この限りで
ない。

【共通】運営基準点検表5



自 主 点 検 項 目 点検結果 点　　検　　の　　ポ　　イ　　ン　　ト
根 拠 法 令 等
【確 認 資 料】

⑥ ⇒ 保護者への施設等利用費の額の通知 基準第56条第2項
基準第57条による読替

※

４

〇 基準第58条

５

〇 基準第59条

６
① 〇 基準第60条第1項

② 〇 基準第60条第2項

③ 〇 基準第60条第3項

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい・いいえ・該
当なし

【施設等が小学校、他の
特定子ども・子育て支援
施設等その他の機関に対
して施設等利用給付認定
子どもに関する情報を提
供することを認定保護者
との間で合意した文書
例：個人情報の提供に関
する同意書】

【誓約書、就業規則等】

【例：施設等利用給付認
定保護者に関する市町村
への通知】

【例：施設等利用費の額
の通知】　通知は通知書の送付や掲示等、任意の手法で足り、例えば１年度に１回の通知等、簡易

な方法でも構わない。

　小学校等に対し子どもに関
する情報を提供する際には、
あらかじめ文書により保護者
の同意を得ていますか。

　特定子ども・子育て支援提供者は、小学校、他の特定子ども・子育て支援提供者その他の
機関に対して、施設等利用給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書
により当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者の同意を得ておかな
ければならない。

はい　・　いいえ

施設等利用給付認定保護者に
関する市町村への通知

　正当な理由なく、業務上知
り得た子ども又はその家族の
秘密を漏らしていませんか。

　特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員及び管理者は、正当な理由
がなく、その業務上知り得た施設等利用給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはな
らない。

　職員であった者に対して
も、秘密を漏らすことのない
よう、必要な措置を講じてい
ますか。

　特定子ども・子育て支援提供者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知
り得た施設等利用給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置
を講じなければならない。

秘密保持

　保護者が偽りその他不正な
行為によって施設等利用費の
支給を受け、又は受けようと
したとき、市町村に通知して
いますか。

　特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を受けている施設等利用給付
認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって施設等利用費
の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を当該支給に係
る市町村に通知しなければならない。

施設等利用給付認定子どもを
平等に取り扱う原則

　子どもの国籍、信条、社会
的身分等によって、差別的取
扱いをしていませんか。

　特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分
又は特定子ども・子育て支援の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱い
をしてはならない。

はい　・　いいえ

【法定代理受領の場合】
　法定代理受領の場合、保護
者に対し施設等利用費の額を
通知していますか。

額の通知方法

【共通】運営基準点検表6



自 主 点 検 項 目 点検結果 点　　検　　の　　ポ　　イ　　ン　　ト
根 拠 法 令 等
【確 認 資 料】

７
① 〇 基準第61条第1項

⇒ 【資料１　記録の整備状況】
※

② 〇 基準第61条第2項
【過年度の「特定子ど
も・子育て支援の提供
日、提供日ごとの時間
帯、当該特定子ども・子
育て支援の具体的な内容
その他必要な事項を記録
した書類」及び「施設等
利用給付認定保護者に関
する市町村への通知」】

　職員、設備及び会計に関す
る諸記録を整備しています
か。

　特定子ども・子育て支援提供者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかな
ければならない。 【別添「資料１　記録の

整備状況」参照】

「保育所（保育所型認定こども園含む）」「幼保連携型認定こども園」「小規模保育事
業」「事業所内保育事業」については、川越市が実施する施設認可等の指導監査で、
「新制度未移行の幼稚園」、「新制度移行の幼稚園」、「預かり保育事業」については、
埼玉県が実施する私立学校等実地検査で、当該記録を確認するため、資料１の記載省略
可。

　必要な記録を整備し、その
完結年から５年間保存してい
ますか。

　特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援の提供の記録及び施設等利用
給付認定保護者に関する市町村への通知に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存
しなければならない。

記録の整備
はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

【共通】運営基準点検表7



【資料１　記録の整備状況】　　※　具体的な書類等（例）は指導監査通知の参考例に基づく

⇒職員に関する記録

労働基準法上交付義務あり
労働基準法上作成義務あり
労働基準法上作成義務あり
保育士証　幼稚園教諭免許状　看護師免許証　等

労働基準法上作成義務あり
短時間労働者を含め、常時10人以上の職員を雇用する施設
短時間労働者を含め、常時10人以上の職員を雇用する施設
短時間労働者を含め、常時10人以上の職員を雇用する施設
常時5人以上を使用する場合
常時5人以上を使用する場合

労働者を使用する場合は原則加入義務あり
労働者が常時50人以上の施設
労働者が常時50人以上の施設
労働者が常時10人以上50人未満の施設
常時使用する労働者がいる場合
常時使用する労働者がいる場合
労働者が常時50人以上の施設

⇒設備に関する記録

幼稚園、保育所、認定こども園、家庭的保育事業　等
認可外保育施設、一時預かり事業　等

水道法上実施義務あり（容量により点検内容、頻度が異なる）
浄化槽法上実施義務あり（容量により頻度が異なる）
収容人員（利用者と従業員を合算した人数）30人以上が対象

労働安全衛生規則上実施義務あり

⇒会計に関する記録

有・無・非該当
　有　・　無　
　有　・　無　
　有　・　無　

　有　・　無　

　有　・　無　
　有　・　無　
　有　・　無　
有・無・非該当
有・無・非該当

有・無・非該当
有・無・非該当
有・無・非該当
有・無・非該当
有・無・非該当

　有　・　無　
有・無・非該当
有・無・非該当
有・無・非該当
有・無・非該当

　有　・　無　
　有　・　無　
　有　・　無　
　有　・　無　
　有　・　無　

労働契約における契約書・その他適正な賃金や労働条件を明示
した書類や文書等

各時間帯において保育従事者が施設等の規模に応じて各々の基
準どおり（または適正に）配置されていることがわかる書類

正規の手続きを経て整備された就業規則や給与規程等

社会保険（健康保険、厚生年金保険、雇用保険等）への加入を
証する書類

安全衛生管理体制がわかる書類

職員の健康診断の実施状況が分かる書類

施設・設備が、法令その他各自治体が認める設置基準に従って
整備されていることがわかる書類

施設・設備、備品等が、児童の保健衛生・危害防止に十分配慮
され衛生的に管理されていることがわかる書類

防災計画、害虫駆除、受動喫煙の防止、事故発生防止、防犯対
策等が適正に実施されているかがわかる書類

各会計年度に作成すべき計算書類（収支計算書、損益計算書、
貸借対照表等）

決算書、付属明細書、確定申告書類

整備の有無 備考
適正な会計処理のため必要な事項についての規程 経理規程

施設利用者から預かる金銭等を含めた現預金等の出納管理簿 出納管理簿、小口現金出納帳

社会福祉法、学校教育法等、法人格に応じた法令で作成義務あり　有　・　無　

　有　・　無　

防火管理者の選任及び消防計画

危機管理、安全管理マニュアル等

避難訓練実施記録簿
ネズミ、昆虫等の防除記録

区分 具体的な書類等（例）

届出関係書類
衛生管理マニュアル等

感染症対応マニュアル等
受水槽清掃点検記録
浄化槽清掃点検記録

区分 具体的な書類等（例） 整備の有無 備考
認可（認定）申請書類 　有　・　無　

衛生委員会の議事概要記録
衛生推進者の選任

定期健康診断の記録
雇入時健康診断の記録

定期健康診断結果報告書

厚生年金保険
雇用保険 ①1週間に20時間以上働く予定②31日以上雇用する予定の場合は加入義務あり

労働者災害補償保険
衛生管理者及び産業医の選任

有・無・非該当
有・無・非該当
　有　・　無　
有・無・非該当

出勤簿
就業規則
給与規程

育児・介護休業規程
健康保険

労働者名簿
賃金台帳

資格を証明する書類（写）
雇用契約書
勤務割表

区分 具体的な書類等（例） 整備の有無 備考
労働条件通知書 　有　・　無　

【共通】【資料１】記録の整備状況



【病児保育事業】
第２

1

○ 規則第1条の3第1項

イ

ロ
ハ
ニ
ホ

○ 規則第1条の3第2項

イ

ロ
ハ
ニ
ホ

○ 規則第1条の3第3項

イ
ロ
ハ

○ 規則第1条の3第4項

イ

ロ

自 主 点 検 項 目 点検結果 点　　検　　の　　ポ　　イ　　ン　　ト
根 拠 法 令 等
【確 認 資 料】

　感染を予防するため、事業を実施する場所と保育室等の間に間仕切りを設けること。
　協力医療機関及び指導医をあらかじめ定めること。

【非施設型（訪問型）の場合】

　協力医療機関及び指導医をあらかじめ定めること。

　病児又は病後児が当該病児又は病後児の居宅において一時的に保育する事業　イ及びロに
掲げる要件(事業者が病院、診療所その他の医療機関である場合には、イに掲げる要件に限
る。)を満たすこと。

　一定の研修を修了した看護師等、保育士又は家庭的保育者(児童福祉法第6条の3第9項第
1号に規定する家庭的保育者をいう。)を当該事業を利用する病児又は病後児1人につき1人
以上配置すること。

はい・いいえ・事
業未実施

　事故防止及び衛生面に配慮するなど病後児の養育に適した場所とすること。
　協力医療機関をあらかじめ定めること。

【体調不良児対応型の場合】

　看護師等を当該事業を利用する小学校就学前子ども2人につき1人以上配置すること。

　保育所その他の施設において、当該施設に通園する小学校就学前子どもに対して緊急的な
対応その他の保健的な対応を行う事業　次に掲げる全ての要件(事業を実施する場所が病
院、診療所その他の医療機関である場合には、ハに掲げる要件を除く。)を満たすこと。

はい・いいえ・事
業未実施

　事故防止及び衛生面に配慮するなど病児の養育に適した場所とすること。

【病後児対応型の場合】

　保育士が対象病後児おおむね3人につき1人以上とすること。
　保育室、病後児の静養又は隔離の機能を持つ部屋及び調理室を有すること。

　対象病児等の病状が急変した場合に当該対象病児等を受け入れることができる医療機関
(以下この条において「協力医療機関」という。)及び対象病児等の病状、心身の状況の把
握、感染の防止その他の事項に関して指導又は助言を行う医師(以下この条において「指
導医」という。)をあらかじめ定めること。

　病後児(疾病にかかっている小学校就学前子どものうち、疾病の回復期であって、集団保
育が困難であり、かつ、保護者の労働その他の事由により家庭において保育を行うことが困
難なものをいう。以下この条において同じ。)を病院、診療所、保育所その他の施設におい
て一時的に保育する事業　次に掲げる全ての要件(事業を実施する場所が病院、診療所その
他の医療機関である場合には、ホに掲げる要件を除く。)を満たすこと。

　看護師等が当該事業を利用する病後児(ロにおいて「対象病後児」という。)おおむね10
人につき1人以上とすること。

はい・いいえ・事
業未実施

設置に関する基準

【病児対応型の場合】

　保育士の数は、対象病児おおむね3人につき1人以上とすること。
　保育室、病児の静養又は隔離の機能を持つ部屋及び調理室を有すること。

　事業類型に応じた基準を遵
守していますか。

　病児(疾病にかかっている小学校就学前子どものうち、疾病の回復期に至らず、当面、病
状が急変するおそれが少ない場合であって、かつ、保護者の労働その他の事由により家庭に
おいて保育を行うことが困難なものをいう。以下この条において同じ。)を病院、診療所、
保育所その他の施設において一時的に保育する事業　次に掲げる全ての要件(事業を実施す
る場所が病院、診療所その他の医療機関である場合には、ホに掲げる要件を除く。)を満た
すこと。

　看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下この条において「看護師等」という。)は、
当該事業を利用する病児(ロ及びホにおいて「対象病児」という。)おおむね10人につき1
人以上とすること。

はい・いいえ・事
業未実施

【病児保育事業】設置基準点検表9



【子育て援助活動支援事業】
第２

1 ○ 規則第1条の4
イ

ロ

根 拠 法 令 等
【確 認 資 料】

　右記の基準を遵守していま
すか。 　市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものであるこ

と。

　当該事業を行う者が児童福祉法第6条の3第14項に規定する援助希望者に対し講習を実
施していること。

設置に関する基準
　次に掲げる要件を満たすものであること。

自 主 点 検 項 目 点検結果 点　　検　　の　　ポ　　イ　　ン　　ト

はい　・　いいえ

【子育て援助活動支援事業】設置基準点検表10


